
次期（第 次）徳島県環境基本計画の改定について4

１ 計画の趣旨・位置づけ

「徳島県環境基本条例」第１０条に規定する、環境の保全及び創造に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画

※環境関連の各計画の上位計画

※本計画に基づく環境各分野の実行計画として、

各個別計画において具体的な施策を展開

２ 計画の期間

令和６年度（２０２４年度）～令和１０年度（２０２８年度）

３ 計画骨子

３つの重点戦略と４つの主要取組の柱を設け、施策を展開

【重点戦略】

・ かえる ：暮らしをかえる徳島県版「ＧＸ」の展開「 」

・ めぐる ：全てがめぐる持続可能な循環型社会の構築「 」

・ まもる ：地域でまもる生物多様性の継承「 」

【取組展開の体系】

〈重点〉

・ＧＸとくしま

・好循環循社会とくしま

・癒しの郷とくしま

〈共通〉

・県民主役とくしま

４ 改定手続き

令和５年 ９月 県議会に報告（骨子）

〃 １１月 環境審議会政策部会で計画（素案）を審議

〃 １１月 県議会に報告（素案)

〃 １２月 パブリックコメント

令和６年 １月 環境審議会政策部会で（最終案）を審議

〃 ２月 県議会に報告（最終案）

〃 ３月 新計画の策定

行動計画

徳島県環境基本計画

（個別計画）

・徳島県ＧＸ推進計画（仮称）

・徳島県廃棄物処理計画

・生物多様性とくしま戦略 など
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